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 情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定により、平成

２７年１月２８日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。 

 

（文中では敬称を省略しております） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

接続約款の変更案への意見に対する再意見 

 

－実際費用方式に基づく平成２７年度の接続料の改定等に係る接続約款の措置－ 
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東日本電信電話株式会社 
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＜Ｈ２７ヒストリカル接続料 再意見＞ 

 

区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜レガシー系サービスからの移行について議論を行う

べきとのご意見＞ 

実績原価方式に基づいて算定されているメタル回線

や専用線等のレガシー設備接続料については、今後更な

る需要減少により接続料の上昇が見込まれ、また現に一

部の専用線においては接続料とユーザ料金が逆転する

事象も発生していることから、ユーザ料金の値上げ等ユ

ーザに直接的な影響を及ぼす可能性があります。加え

て、専用線については、金融機関、消防機関等公共性の

高いユーザが中心であり、帯域保障等の安定性や提供エ

リアの観点から代替となる回線がなく、専用線を使い続

けざるを得ないケースも存在するため、接続料の上昇は

社会に大きな影響を及ぼしかねない深刻な問題と考え

ます。 

このようにユーザに直接影響を及ぼしかねない問題

であることから、その影響を最小限に抑えるためレガシ

ーサービスから代替サービスへの移行を促進するとと

もに、代替サービスがない提供エリアでのサービス維持

方法や廃止といったサービスそのものの在り方につい

て、総務省殿、東日本電信電話株式会社殿及び西日本電

信電話株式会社殿並びに接続事業者等の関係者で議論

する場を設けることが適切と考えます。 

なお、議論に当たっては、需要・コストに係る長期的

な予測を含めた接続料水準等を共有し、接続料算定方法

の在り方等、総合的な視点で検討する必要があると考え

ます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 

当社としては、コスト削減努力を行っているものの、レガシー系

サービスの大幅な需要の減少が続く以上、レガシー系の接続料水準

の上昇は不可避であり、こうした状況において、ユーザサービスを

どうしていくかは各事業者の判断によるものと考えますが、設備の

老朽化等の状況や需要動向等を踏まえ、専用線等のレガシー系設備

を更改・廃止等する場合には、当該設備を使用する関係事業者と、

引き続き情報共有を行っていく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜施設保全費の適正性を検証すべきとのご意見＞ 

弊社共は、NTT東西殿に対し加入者回線に係る施設保

全費について、その適正性検証の観点から、定期点検の

頻度やその費用について情報提供を求めましたが、NTT

東西殿において経営情報に当たるとの判断をされたた

め、ご提供頂くことは出来ませんでした。 

しかし、施設保全費について、目的別（定期点検、故

障復旧対応、支障移転対応等）、作業場所別（架空区間、

地下区間、局舎内等）に、その内訳や経年での変化等を

確認することは、費用の適正性を検証する上で有効であ

ると考えるため、総務省殿におかれましては、上述のよ

うに費用の内訳・経年変化を NTT東西殿から提示頂いた

上で検証して頂きたいと思います。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 

当社としては、従来からの接続会計や接続料算定根拠の開示に

加え、メタル回線に関連した接続料の原価並びにその内訳等を、

毎年度、接続料等の改定の認可申請より早期に自主開示するなど、

可能な限り情報開示に努めているところです。 

しかしながら、ソフトバンクグループから提供を求められた「故

障修理の発生状況や修理時間及びケーブルの点検頻度等」の情報

は、当社が効率的な業務運営を実現するためのノウハウに係る情

報であり、これらの情報から当社から通建会社への発注実態が類

推可能となり入札等に支障が生じる虞があることに加え、設備構

築事業者との競争上、当社が不利益を被る可能性があるものであ

ることから、経営情報にあたるため開示を控えさせていただきま

した。 

ご指摘の点については、当社でも当該区分別に実コストを把握

していませんが、これまでも接続料の認可等にあたり、当社で把

握できる範囲の情報は必要に応じて総務省に対して報告してお

り、十分な検証を受けているものと考えています。 

当社としては今後とも引き続きコスト削減に努めていく考えで

す。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜激変緩和措置の適用を検討すべきとのご意見＞ 

需要減少傾向の接続料については、急激な接続料上昇

を招くことになりかねないため、上昇を抑制する激変緩

和措置など、接続事業者へ配慮した措置を講じる必要が

あると考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

 接続料は、実際に要した設備コストを利用に応じて応分にご負

担いただくことが原則であると考えます。 

接続料の急激な上昇を抑制する激変緩和措置の適用について

は、平成２５年７月の審議会に提出された総務省の報告書「調整

額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」にお

いて、接続機能ごとに、以下の基準に照らし、必要最小限とする

ことが適当であると整理されています。 

 

①接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑

制措置を講ずる必要性が認められること 

②費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的

なものであることが判明していること又は今後定常的なもの

となると見込まれること 

③抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見

込みであること 

 

当社としては、この基準に照らし、今回は激変緩和措置の適用

の必要は無いものと判断して申請を行っています。 

今後もこの基準に照らし、激変緩和措置の適用の要否を検討し

た上で、適切に接続料算定を行っていく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

特別損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＰＣＢ特別損失について今後の予見性を確保すべき

とのご意見＞ 

ＰＣＢ廃棄物処理単価見直しに伴う特別損失（ＮＴＴ

東殿：２４億円、ＮＴＴ西殿：４０億円）が接続料規則

第３条ただし書にて、接続料原価に算入されております

が、接続料上昇の一因となっております。 

平成２７年２月３日に開催されたＮＴＴ東西殿の説

明会にて、平成２６年度の中間決算では、ＮＴＴ東殿：

７９億円、ＮＴＴ西殿：８０億円を計上しているとの説

明があり、平成２７年度以降も同様な特別損失の計上が

発生する可能性があります。第一種指定電気通信設備の

維持・運営のための費用と理解はしているものの、接続

料水準の変動は事業計画に影響を及ぼすことから、ＰＣ

Ｂ廃棄物処理事業者との交渉状況、処理の規模に起因す

るとは思いますが、予見性確保の観点から、何年度まで

発生する見込みがあるのか等、今後の見通しを可能な限

り情報開示すべきと考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

当社は、ＰＣＢ廃棄物について、その毒性や環境汚染が社会問

題化したことを受け、これを確実かつ適正に処理するために保管

をしていました。このＰＣＢ廃棄物の処理費用については、平成

１６年度に、本来業務に不可欠な局舎の照明器具に係る安定器等

の適切な廃棄に要する費用という観点から、営業費用に計上しま

した。 

今回、接続料原価に算入した特別損失については、ＰＣＢ廃棄

物を処理する事業者（ＪＥＳＣＯ）がＰＣＢ廃棄物の処理単価を

見直したことに伴い、ＪＥＳＣＯ北海道事業所エリアにおけるＰ

ＣＢ廃棄物の処理に係る追加費用を平成２５年度に計上したもの

です。 

平成２６年度においては、ＪＥＳＣＯ東京事業所エリアに保管

しているＰＣＢ廃棄物が処理可能となったことに伴い、特別損失

を計上しています。これにより、保管していた全てのＰＣＢ廃棄

物に係る特別損失の計上は完了しました。 

ただし、今後、ＰＣＢ廃棄物処理単価の大幅な変更等があった

場合は、追加の特別損失が発生する可能性があるため、その際に

は、可能な限り速やかに情報開示を行う考えです。 

 

＜ＰＣＢ廃棄物処理単価見直しに伴う特別損失＞ 

（単位：百万円） 

Ｈ25年度 Ｈ26年度 

3,382 7,930 

 



 

 5 

 

区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 

 

＜メタル回線コストの在り方に関するご意見＞ 

今般、NTT東西より認可申請された平成 27年度接続

料は、平成 25年 5月に公表された「メタル回線のコス

トの在り方について報告書」の提言を踏まえてメタルケ

ーブルの耐用年数等の見直しが反映された結果等によ

り、ドライカッパについては平成 26年度よりも低減し

ライシェアリングについては微増しました。現行の接続

料の算定方式ではメタル回線の需要の減少等に伴い中

長期的にドライカッパ及びラインシェアリングの接続

料が上昇していくことは必至ですが、その上昇分を利用

者へ転嫁することは困難であり、接続料の上昇の程度に

よっては事業者の収益が圧迫されサービスの提供が困

難となる場合も考えられます。よって、今後光コラボレ

ーション等により光ファイバ利用が促進されても一定

程度のメタル回線の利用者が残ること、光ファイバの未

整備地域が残ることが想定されるため、メタル回線のコ

ストについては引き続き適時適切な対応の検討を進め

ていくことが必要です。 

【ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ】 

当社としては、従前からの新規投資の抑制等に加え、設備点検業

務や故障修理業務の効率化、システムの改善による事務処理稼動の

削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコス

ト削減に努めていく考えです。 

しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル

回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれメタル回線の接続料水準

が上昇していくことは不可避であると考えます。 

需要が、いつどの程度減少するかは、サービス・技術動向や経済

情勢、消費動向、他事業者の事業展開等、様々な要素の影響を受け

ることから、当社においても今後の接続料水準等を見通すことは困

難であり、当社を含め各社は、こうした先々の見通しが不透明な状

況の中で事業運営を行っていくことになることについて、ご理解い

ただきたいと考えます。 

いずれにしても、接続料は実際にかかった費用を回収するもの

であり、メタル回線のコストについても、引き続き、実際に要し

た設備コストを利用に応じて応分にご負担いただくことが原則で

あると考えます。 

なお、「「メタル回線のコストの在り方について報告書」の提言

を踏まえてメタルケーブルの耐用年数等の見直しが反映された」

とありますが、メタルケーブルの耐用年数は使用実態等を踏まえ

て当社が設定しているものであり、「メタル回線のコストの在り方

について報告書」の提言を踏まえて見直したものではありません。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜光ファイバ接続料を低廉化させるべく追加的な影響

緩和措置を発動すべきとのご意見＞ 

今回申請された平成 27年度接続料は、メタル回線利

用者が減少し続けている中、「メタル回線のコストの在

り方について報告書」（平成 25年 5月）を踏まえた施設

保全費等の配賦方法の見直しやメタルケーブルの耐⽤

年数の見直しが行われたことにより、NTT東・西ともに

前年度に比べ低減しています。 

一方で、メタルから光ファイバへのマイグレーション

が進展しており、我が国の経済活性化と国民生活の向上

を図るため、「日本再興戦略」において、「世界最高水準

の IT社会の実現」が掲げられている中、今後のアクセ

ス回線として中核を担う光ファイバについては、今回申

請された平成 27年度接続料が、NTT東・西ともに前年

度に比べ上昇するといった「逆転現象」が生じています 

ドライカッパ接続料の急激な上昇は、接続事業者の事

業運営に大きな影響を与えることになるため、一定の抑

制措置を講ずることにより接続料の上昇を緩和するこ

とについては必要と考えますが、ドライカッパ接続料が

低減化しているにも関わらず、本来低廉化すべき光ファ

イバ接続料が上昇に転じるのであれば、「メタル回線の

コストの在り方について報告書」（平成 25年 5月）にお

いて、光ファイバ接続料が前年度よりも上昇する場合に

措置の実施が適当とされた激変緩和措置が、現実に照ら

して不十分な措置状況になっていると考えられるため、

追加の激変緩和措置を行い、更なるマイグレーションの

促進や競争促進のために、光ファイバ接続料の継続的な

低廉化を維持すべきと考えます。 

具体的には、昨年度、メタル回線と光ファイバのコス

ト配賦の見直しによる費用影響及び平成 25年度の乖離

昨年申請した平成２６年度以降の加入光ファイバ接続料におい

て影響緩和措置を実施し、影響緩和額は確定しています。接続料

は適切に把握した原価に基づいて算定すべきであるという原則か

らすれば、このような機能を跨って原価を付替えるような例外的

な措置は最小限にとどめる必要があります。今回申請した平成２

７年度の加入光ファイバ接続料は、適正な原価に基づいて算定さ

れたものであり、これ以上の追加の影響緩和措置を実施すべきで

はないと考えます。 

平成２６年３月３１日の情報通信行政・郵政行政審議会答申に

おいても、「平成２７年度の加入光ファイバ接続料に影響を与える

平成２５年度の乖離額は、配賦方法の見直し後の見込と実績の差

であり、配賦方法の見直しとは無関係であることから、加入光フ

ァイバ接続料とメタル回線に係る接続料との間で追加的な激変緩

和措置を行うことは適当ではない。」との考えが示されています。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 額の見込額を踏まえた上で激変緩和措置を講じて、前年

度よりも低減するように平成 27年度接続料が算定・認

可されておりますが、今回の光ファイバ接続料の上昇の

主要因が、費用に含まれる報酬が大きく増加したことに

より生じた乖離額の見込額と実績値との大幅な差分で

あり、本事象については、当時見込まれていなかったも

のであることから、追加の激変緩和措置を講じることに

よって、光ファイバ接続料の低廉化を維持すべきだと考

えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

接続専用線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜専用線に関する予見性の確保およびコスト削減を継

続すべきとのご意見＞ 

今回申請された平成 27年度の通信路設定伝送機能の

接続料は、前年と比べると NTT東日本で 168％、NTT西

日本で 121％（高速ディジタル 6M、エコノミー以外、タ

イプ 1-1、同一 MA内）と、NTT東・西共に前年に比べ大

幅な上昇となっております。 

平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会の答申の考え方を踏まえ、接続料の認可申請前の段階

（H26年 10月末）で、接続専用線に係る原価及びその

内訳、機能別回線数、単価（H27年度接続料算定に係る

もの）が新たに開⽰されたことは、接続事業者の予見性

を高める方策としては評価できるものであり、来年度以

降も継続して開⽰される必要があると考えます。 

しかしながら、接続料の急激な上昇は、接続事業者の

事業運営に大きな影響を与え、利用者料金の値上げや利

用者に代替サービスを提供できないまま接続事業者が

事業から撤退する事態も想定されるため、NTT東・西に

おいては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、

より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑

制していただくことが必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

NTT東西殿より、専用線に係る需要や費用について、

昨年 10月末に情報開示頂き、予見性確保の観点で有効

であったと考えます。つきましては、来年度も引き続き、

可能な限り早期に専用線に関する情報開示についてご

対応頂けますようお願いします。 

また、メガデータネッツについても、専用線同様、接

続料が急激に上昇しているため、予見性確保の観点か

平成２７年度接続料算定に用いた接続専用線に係る平成２５年

度の原価が前年度までの傾向と異なっていたこと等を踏まえ、接

続事業者の予見性を向上させる観点から、平成２５年度の原価及

びその内訳、機能別回線数、単価の開示を実施しました。来年度

以降の開示についても、必要に応じて、可能な限り対応していく

考えです。 

また、メガデータネッツの情報開示についても、原価や需要の動

向等を踏まえ、必要に応じて、検討していく考えです。   

当社としては今後とも引き続きコスト削減に努めていく考えで

す。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

接続専用線 ら、来年度から情報の早期開示の対象としてご対応をお

願いしたいと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

中継光ファイバ、

局内光ファイバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見＞ 

光ファイバケーブルの耐用年数については、平成 20

年度に 10年から架空 15年、地下 21年、海底 13年にも

直された以降、見直しが行われておりません。 

耐用年数については、「メタル回線のコストの在り方

について報告書」（平成 25年 5月）でも考え方が示され

ているとおり、接続料算定の適正化を図る等の観点か

ら、「NTT東西の電気通信事業会計及び接続会計におけ

る減価償却費については、経済的耐用年数により算定す

ることを基本とすることが適当である」とされていま

す。 

今般、「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成 27

年 1月）において、光ファイバケーブルの耐用年数が、

最新の撤去実績等に基づき、再推計を行なった結果、架

空 17.6年、地下 23.7年に伸びており、光ファイバの耐

用年数として当該実績を用いることが適当との考え方

が示されたことから、接続料算定の適正化等を図る観点

を踏まえ、光ファイバケーブルの耐用年数について実態

に合わせて見直すべきです。 

これは、平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政

行政審議会の答申において、「光ファイバに係る減価償

却の算定に用いている耐用年数は、LRICモデルにおけ

る経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏まえて算

定しており、適切なものと認められる」との考え方にも

合致するものと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

平成２７年１月の「長期増分費用モデル研究会」報告

書において、光ケーブルの経済的耐用年数については、

最新の撤去実績に基づき推計を行った架空１７．６年、

地下２３．７年とすることが適当であると示されまし

光ファイバケーブルの耐用年数については、平成２０年度に見

直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等

が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えてい

ます。 

なお、「長期増分費用モデル研究会」報告書において示された経

済的耐用年数は、長期増分費用モデルに用いることを前提とした

ものですが、当該値はあくまでも推計値であり、また、選択する

関数など、前提の置き方によって結果に幅が生じうるものである

一方、財務会計ベースの耐用年数の見直しは、企業会計の考え方

に従い、使用実態等を踏まえて慎重に実施するものであることか

ら、長期増分費用モデルにおける経済的耐用年数の見直しがあっ

たからといって、当社としては現時点、光ファイバケーブルの耐

用年数を見直す考えはありません。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

中継光ファイバ、

局内光ファイバ 

た。 

平成２６年３月３１日付けの「実績原価方式に基づく

平成２６年度の接続料の改定等」答申の考え方５におい

て、「光ファイバに係る減価償却の算定に用いている耐

用年数は、ＬＲＩＣモデルにおける経済的耐用年数を推

計する際の考え方を踏まえて算定することが適切」と示

されていることから、中継光ファイバ、局内光ファイバ

等の光ファイバ設備に係る耐用年数（現行：架空１５年、

地下２１年）について、平成２７年度から見直すべきと

考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

 

現在の中継ダークファイバの経済的耐用年数は、LRIC

モデルにおける経済的耐用年数を推計する際の考え方を

踏まえて算定されていますが、長期増分費用モデル研究

会において光ケーブルの経済的耐用年数が見直されたた

め、早期に中継ダークファイバ接続料算定に用いる経済

的耐用年数も見直すべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光ファイバ接続

料全般 

＜主端末回線だけではなく分岐端末回線や屋内配線も

含めたトータルコストで低廉化を図るべきとのご意見

＞ 

接続事業者による光ファイバサービスは、主端末回線

の接続料だけでなく分岐端末回線や屋内配線加算額等

のランニングコストや分岐端末回線・屋内配線工事費

等、様々な機能の利用にかかるコストを負担することに

より提供されています。 

今回、屋内配線工事に係る作業時間の再計測・見直し

により屋内配線工事費の低減化が図られておりますが、

分岐端末回線加算額及び屋内配線加算額については、乖

離額調整の影響とはいえ、接続料が上昇していることか

ら、主端末回線部分のみならず、シェアドアクセス方式

で負担する接続料トータルで更なる低廉化を図ってい

くことが重要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

分岐端末回線及び光屋内配線接続料については、乖離額調整の影

響により、一時的な増が発生しているものの、乖離額調整前では、

毎年のコスト削減努力により、一貫して減少傾向にあります。 

 当社としては、引き続きコスト削減に取り組んでいく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実態に即した平均的な使用年数に見直すべきとのご

意見＞ 

光屋内配線の平均的な使用年数（10年）については、

平成 22年度に当該接続料が初めて設定されてから一度

も見直しがなされておりませんが、平成 26年 3月 31日

付け情報通信行政・郵政行政審議会の答申において、「平

成 22年 3月 29日付け当審議会答申に示したとおり、基

本的に、当該使用年数は常に実態に即した値を用いるこ

とが必要である。光屋内配線について光ファイバが壁内

に収容されるケースが増加し、平均的な利用期間が伸び

ていることが想定されるとの接続事業者の指摘を踏ま

え、ＮＴＴ東西において、まずは平成 26年度中に実態

を把握し、平均的な利用期間の変化が認められる場合

は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適当であ

る」との考え方が示されております。 

光屋内配線加算額は、10年（平均的な使用年数）に 1

度光屋内配線が故障する前提で、当該故障対応に係る費

用（保守費相当）を 10年で除して月々の接続料として

負担しているものです。当然、光屋内配線の平均的な使

用年数が長くなれば、それだけ故障対応に係る費用も減

少しているはずであり、接続料算定の適正化等を図る観

点から、実態に合わせて適宜見直されるべきです。 

まずは、NTT東・西において、平成 26年度中に把握

した実態を総務省や接続事業者に説明し、平均的な使用

年数に変化があるのであれば、平成 27年度接続料から

実態に即した値に見直すことが必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会答申の考え方 6において、光屋内配線の利用期間に関

して「ＮＴＴ東西において、まずは平成２６年度中に実

光屋内配線の平均的な使用期間については、平成２１年当時の

直近データを用いて推計した耐用年数をもとに１０年と設定した

ものであり、現時点、それを直ちに見直す理由となる技術・環境

の変化等は無い上に、光屋内配線の使用年数の実態調査は膨大な

稼動が発生することから、現行の平均的な使用期間の見直しを実

施する考えはなく、平成２７年度接続料においては従来の平均的

な使用期間を採用しています。 

一方で、平成２６年３月３１日の情報通信行政・郵政行政審議

会答申において「光屋内配線について光ファイバが壁内に収容さ

れるケースが増加し、平均的な利用期間が伸びていることが想定

されるとの接続事業者の指摘を踏まえ、ＮＴＴ東西において、ま

ずは平成２６年度中に実態を把握し、平均的な利用期間の変化が

認められる場合は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適

当である。」との考え方が示されているところ、今回、故障修理に

係る作業時間調査を行った際に、同時に平均的な使用期間に大き

な影響を与えると想定される光屋内配線の配管収容状況について

も調査を実施し、その結果については総務省に報告を行っていま

す。 

来年度以降も配管収容状況について調査を実施していく考えで

あり、その上で、光屋内配線の配管収容状況に看過できない変化

が見られた場合は、平均的な使用期間の見直しの検討に着手する

考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 態を把握し、平均的な利用期間の変化が認められる場合

は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適当であ

る。」との見解が示されています。しかし、今回申請さ

れた平成 27年度の光屋内配線加算額の算定では、見直

しは行われておらず従来の年数（10年）が使用されて

おり NTT東西殿の説明では、利用実態を継続調査中との

ことでした。調査の結果及び見直し有無についていつ公

表されるのか、その見通しについて、ご教示頂きたいと

考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作業時間の計測を今後も実施すべきとのご意見＞ 

 平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会の答申を踏まえ、NTT東・西において、光屋内配線加

算額算定に用いる故障修理時間や光屋内配線に係る工

事費の算定に用いる作業時間の再計測を実施したとこ

ろ、主に工事を行う建造物に屋内配線を収容するための

配管が設置されているかいないかという違いにより、大

きく屋内配線工事の作業時間が異なることが判明しま

した。 

 NTT東・西は、「光屋内配線使用料の算定に使用して

いる故障修理時間及び光屋内配線新設に係る工事費の

算定に用いられている工事時間については、平成 21年

度に特別調査にて把握したものですが、その時点で光サ

ービス開始後８年が経過しており、既に十分な技術習熟

が進んでいることに加え、その後において新たな工法の

開発などの環境の変化がないことから、適正である」と

主張し続けておりましたが、今回、再計測を実施したか

らこそ、新たな工法の開発等がなくとも作業時間が大き

く変動する要因が明らかになり、光屋内配線に係る工事

費の大幅な低廉化、ひいては、接続料算定の適正化が図

られたところです。 

 今回、工事を行う建造物に屋内配線を収容するための

配管が設置されているかいないかという違いにより、大

きく屋内配線工事の作業時間が異なることが明らかに

なっており、この配管設置有無の比率によって、屋内配

線工事の全体の作業時間が大きく変動することから、

NTT東・西においては、引き続き、配管設置有無の比率

の実態を調査し、毎年度の接続料算定に反映させること

が必要だと考えます。 

 また、新たな工法の開発などの環境の変化がない場合

においても、今回のように、NTT東・西が認識していな

今般実施した光屋内配線加算額算定に用いる故障修理時間や光

屋内配線に係る工事費の算定に用いる作業時間の再計測の結果、

光屋内配線に係る工事費の算定に用いる作業時間が短縮しました

が、この要因は、主に配管収容の有無の構成比変動によって作業

時間が変動したものであると想定されることから、配管収容の有

無の構成比については、この比率に大幅な増減が見られなくなる

までの間、毎年度調査する考えです。その結果、今回の調査結果

と比較して有意な差が生じた場合には、各年度の接続料に反映す

る考えです。 

また、作業時間そのものの調査については、システム改修や配

管の有無といった環境変化が無い項目は作業時間に有意な差は生

じていないこと、及び作業時間の再調査には膨大な稼働を要する

ことを勘案し、新たな工法の開発等の環境の変化が生じた場合を

除き、５年に１度程度実施する考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 い作業時間の変動要因が判明する場合があるため、例え

ば、3年～5年毎に再計測を実施する等、予め実施期間

を定めて定期的に作業時間の再計測を実施する仕組み

作りが必要と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

コロケーション

費用等 

＜電気料の増減率が予測・検証可能となるような情報開

示を行うべきとのご意見＞ 

平成２７年度適用の設備備保管料におけるＤＣ４８Ｖ

電気料の料金額は、ＮＴＴ東殿：約５％（東京・神奈川

エリアの平均料金額）、ＮＴＴ西殿：約１４％（大阪・

愛知エリアの平均料金額）と共に上昇しております。平

成２６年８月、１０月、１２月には一部の電力会社が電

気料金の値下げを実施しておりますが、今年になってか

らは一部の電力会社が再値上げを検討しているなど、予

見することはかなり困難な状況です。 

電気料はコロケーション費用総額の約５割を占めてお

り、電気料の増減率は重要な指標となるため、予見性確

保の観点からも、四半期毎もしくは半期毎に電気料の増

減率が予測可能となるような情報（電力会社への支払額、

調整額等）を開示すべきと考えます。 

また、ＮＴＴ東西殿の電気料金支払い額の増減率とコ

ロケーション電気料単価の水準は異なる場合があり、電

気料の水準が適正か検証する必要があると考えます。検

証にあたっては、電気料金支払い額の詳細な内訳（オフ

ィス、ＧＣ局等）を開示すべきと考えます。開示できな

い場合は、総務省殿への報告等で検証していただきたい

と考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

当社としては、コロケーション電気料単価の予見性を可能な限

り確保する観点から、翌年度適用単価について、ビル毎に電力会

社の直近の電気料金をもとに算定し、事前開示を実施していると

ころであり、一定の予見性は確保できていると考えていますが、

さらに予見性を高めることは、昨今の電力事業を取り巻く環境下

では、当社においても困難と考えます。 

 

 なお、電力会社への支払額を提示すべきとのご指摘については、

当該支払額は、電気料金の変動の他、使用量の増減等による影響

を受けることから、コロケーション電気料単価の増減率を予測す

る材料にはならないと考えます。 

 

また、コロケーション電気料単価の適正性の検証については、

当該単価は当社と電力会社との契約に基づき設定していることか

ら、接続事業者にて各電力会社が公表している電気料単価を確認

いただくことで概ね検証可能であり、現に、本年１月に開示した

コロケーション電気料単価の前年度増減率は、例えば、東京電力

管内について東京電力の公表料金の増減率と概ね一致（下表参照）

しています。 

 

＜参考＞ コロケーション電気料単価と東京電力の電気料単価の増減率 

 ｺﾛｹｰｼｮﾝ電気料単価※1 

(東京・神奈川平均値) 

東京電力の電気料単価※2 

低圧 高圧 

増減率※3 +8% +8% +8% 

※1：調整額加算前(DC-48V) 

※2：東京電力 HP記載の単価を基に当社にて作成 

※3：ｺﾛｹｰｼｮﾝ電気料単価は H27年度適用予定料金（H26年度実績）の対前年度増

減率、東京電力の電気料単価は H26年度実績料金の対前年度増減率 
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区分 他事業者意見 当社意見 

コロケーション

費用等 

＜写真による施工結果確認の対象拡大・単金化を図るべ

きとのご意見＞ 

平成２６年６月より、自前工事における施工結果確認

の新たな手続きとして、「写真による施工結果確認」が

追加され 、接続事業者にて現地確認と写真確認を選択 

することが可能となりました。自前工事の日程調整、作

業の効率化に大変有効な手続きとなりますので、現行の

対象範囲である架内工事だけなく、架外工事にも適用と

なるように対象範囲の拡大についても検討していただき

たいと考えます。 

また、あわせて、選択肢の一つとして、ＮＴＴ東西殿、

接続事業者の稼働時間の効率化を図るために、例えばＷ

ＥＢカメラ等によるリアルタイムでの施工結果確認等、

安心安全の観点も考慮しつつ、柔軟かつ効果的な新たな

手続きの実現についても検討していただきたいと考えま

す。 

なお、現行の写真による施工結果確認費用は実費となり

ますが、予見性確保の観点から、事例の作業時間をもと

にして単金を設定していただきたいと考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

架内工事における「写真による施工結果確認」については、架

内工事は確認範囲が限定的であり、写真による確認が可能である

ことから平成２６年６月より新たな手続きとして開始いたしまし

た。他方、架外工事については、複数の架の間の接続状況を確認

する等、架内工事よりも確認範囲が広く、詳細な確認が必要とな

ること等の課題があることから、ＷＥＢカメラ等を含め、確認の

方法やそれにより得られる情報の精度が十分かを検討していると

ころです。 

また、単金化については、現時点では実績件数が少ないことか

ら単金化することは難しいと考えますが、今後実績件数が増加し、

作業時間のモデル化が可能と判断できる時点で単金化の検討に着

手する考えです。 
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再意見書 

 

                          平成２７年３月４日 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長 殿 

 

 

 

                               郵便番号 105-0021 

                                      とうきょうとみなとくひがししんばし 

                               住  所 東京都港区東新橋１－９－２ 

                               氏  名 ワイモバイル株式会社 

                     だいひょうとりしまりやくしゃちょう 

                                      代表取締役社長   エリック・ガン  

 

連絡先 渉外室 

Mail： 

TEL ： 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規

定により、平成２７年１月２７日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり

再意見を提出します。 
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（別紙） 

この度は、「実績原価方式に基づく平成２７年度の接続料の改定」に関し、再意見を申し述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。 

 以下の項目について、当社の考え方を申し述べます。 

 

再意見提出者 ワイモバイル株式会社 

 

意見提出者 該当部分 再意見 

ソフトバンクBB株式会

社、ソフトバンクテレコ

ム株式会社、ソフトバ

ンクモバイル株式会

社 

【総論】 

実績原価方式に基づいて算定されているメタル回線や専用線等のレガシー

設備接続料については、今後更なる需要減少により接続料の上昇が見込まれ、

また現に一部の専用線においては接続料とユーザ料金が逆転する事象も発生

していることから、ユーザ料金の値上げ等ユーザに直接的な影響を及ぼす可能

性があります。加えて、専用線については、金融機関、消防機関等公共性の高

いユーザが中心であり、帯域保障等の安定性や提供エリアの観点から代替とな

る回線がなく、専用線を使い続けざるを得ないケースも存在するため、接続料の

上昇は社会に大きな影響を及ぼしかねない深刻な問題と考えます。 

このようにユーザに直接影響を及ぼしかねない問題であることから、その影響

を最小限に抑えるためレガシーサービスから代替サービスへの移行を促進する

とともに、代替サービスがない提供エリアでのサービス維持方法や廃止といった

サービスそのものの在り方について、総務省殿、東日本電信電話株式会社殿

(以下「NTT東日本殿」といいます。)及び西日本電信電話株式会社殿(以下

「NTT西日本殿」といいます。)(以下併せて「NTT東西殿」といいます。)並びに接

続事業者等の関係者で議論する場を設けることが適切と考えます。 

なお、議論に当たっては、需要・コストに係る長期的な予測を含めた接続料水

準等を共有し、接続料算定方法の在り方等、総合的な視点で検討する必要があ

ると考えます。
 

 ソフトバンク殿のご意見に賛同します。 

需要減少傾向にあるメタル回線や専用線等のレガシー系

サービスについては、今後も接続料上昇となる可能性が

高く、接続事業者の事業運営だけでなく、利用者料金に

も影響を与えかねないため、利用者利益の確保及び円滑

なマイグレーションを促進する観点から、ＰＳＴＮマイグレ

ーションに係る意識合わせの場等、総務省殿、ＮＴＴ東西

殿、関係事業者間にて議論を深める場を設定する必要が

あると考えます。 
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意見提出者 該当部分 再意見 

ソフトバンクBB株式会

社、ソフトバンクテレコ

ム株式会社、ソフトバ

ンクモバイル株式会

社 

【各論】 

1. 施設保全費の適正性検証 

弊社共は、NTT東西殿に対し加入者回線に係る施設保全費について、その

適正性検証の観点から、定期点検の頻度やその費用について情報提供を求め

ましたが、NTT東西殿において経営情報に当たるとの判断をされたため、ご提供

頂くことは出来ませんでした。 

しかし、施設保全費について、目的別（定期点検、故障復旧対応、支障移転

対応等）、作業場所別（架空区間、地下区間、局舎内等）に、その内訳や経年で

の変化等を確認することは、費用の適正性を検証する上で有効であると考えるた

め、総務省殿におかれましては、上述のように費用の内訳・経年変化を NTT東

西殿から提示頂いた上で検証して頂きたいと思います。 
 

ソフトバンク殿のご意見に賛同します。 

施設保全費のコスト適正性を検証するうえでは有効である

と考えますので、目的別、作業場所別等の詳細な内訳・

経年変化等について検証していただきたいと考えます。 

また、接続会計報告書において、施設保全費の配賦比

率となる「総芯線長」、「ケーブル長」、「故障修理稼働時

間」の個別比率は開示されておらず、接続事業者にて検

証することは困難なため、総務省殿におかれましては、個

別比率についても適正性を検証していただきたいと考え

ます。 

 

ソフトバンクBB株式会

社、ソフトバンクテレコ

ム株式会社、ソフトバ

ンクモバイル株式会

社 

2. 専用線等の情報の早期開示 

NTT東西殿より、専用線に係る需要や費用について、昨年10月末に情報開

示頂き、予見性確保の観点で有効であったと考えます。つきましては、来年度も

引き続き、可能な限り早期に専用線に関する情報開示についてご対応頂けます

ようお願いします。 

また、メガデータネッツについても、専用線同様、接続料が急激に上昇してい

るため、予見性確保の観点から、来年度から情報の早期開示の対象としてご対

応をお願いしたいと考えます。 
 

ソフトバンク殿、KDDI殿のご意見に賛同します。 

需要減少傾向の接続料は、急激な接続料上昇となる可能

性が高く、接続事業者の事業運営及び利用者料金にも影

響を与えかねないため、予見性確保の観点から、来年度

以降も引き続き、認可申請よりも可能な限り早い時期に情

報開示していただきたいと考えます。 

ＫＤＤＩ株式会社 ○通信路設定伝送機能について 

～略～ 

平成26年3月31日付け情報通信行政・郵政行政審議会の答申の考え方を踏

まえ、接続料の認可申請前の段階（H26年10月末）で、接続専用線に係る原価

及びその内訳、機能別回線数、単価（H27年度接続料算定に係るもの）が新た

に開示されたことは、接続事業者の予見性を高める方策としては評価できるもの

であり、来年度以降も継続して開示される必要があると考えます。 

 

以上 



 

 

再意見書 

平成２７年 3月４日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長 殿 

 

郵便番号 163-8003 

住  所  
と う き ょ う と し ん じ ゅ く く に し し ん じ ゅ く に ち ょ う め さ ん ば ん に ご う

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 

氏  名  ＫＤＤＩ
かぶしきがいしゃ

株式会社 

代表
だいひょう

取締役
と り し ま り や く

社長
しゃちょう

 田中
た な か

 孝司
た か し

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規

定により、平成２７年１月２７日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見

を提出します。 

（文中では敬称を省略しております。） 
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（別 紙） 

当該部分 当社再意見 

一部の専用線においては接続料とユーザ料金が逆転する事象も発生していることから、

ユーザ料金の値上げ等ユーザに直接的な影響を及ぼす可能性があります。加えて、専用線

については、金融機関、消防機関等公共性の高いユーザが中心であり、帯域保障等の安

定性や提供エリアの観点から代替となる回線がなく、専用線を使い続けざるを得ないケース

も存在するため、接続料の上昇は社会に大きな影響を及ぼしかねない深刻な問題と考えま

す。 

【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】 

左記意見のとおり、今回申請された平成 27 年度の通信路設定機能の接続料は、前

年に比べると、NTT 東・西共に大幅に上昇し、他の接続料に比べても急激な上昇となって

います。一方、法人向けデータ伝送サービスでは、帯域保障型の専用線アクセスを提供条

件とするお客様や設備のインタフェースの変更を要する等により依然として専用線に頼らざる

を得ないケースが存在しています。 

今回のような接続料の急激な上昇は、接続事業者の事業運営に大きな影響を与え、

利用者料金の値上げや利用者に代替サービスを提供できないまま接続事業者が事業から

撤退する事態も想定されるため、NTT 東・西においては、これまでの総務省からの要請事

項を踏まえ、より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑制していただくことが必

要です。 

NTT東西殿より、専用線に係る需要や費用について、昨年 10月末に情報開示を頂

き、予見性確保の観点で有効であったと考えます。つきましては、来年度も引き続き、可能

な限り早期に専用線に関する情報開示についてご対応を頂けますようお願いします。 

【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】 

左記意見のとおり、接続料の認可申請前の段階（H26年 10月末）で、接続専用線

に係る原価及びその内訳、機能別回線数、単価（H27年度接続料算定に係るもの）が

新たに開示されたことは、接続事業者の予見性を高める方策としては評価できるものである

ため、来年度以降も継続して開示される必要があると考えます。 

 

平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議会の考え方 6 において、光

屋内配線の利用期間に関して「NTT東西において、まずは平成２６年度中に実態を把

握し、平均的な利用期間の変化が認められる場合は、使用年数を実態に即した値に見直

すことが適当である。」との見解が示されています。しかし、今回申請された平成 27年度の

光屋内配線加算額の算定では、見直しは行われておらず従来の年数（10年）が使用さ

れており NTT東西殿の説明では、利用実態を継続調査中とのことでした。調査の結果及

び見直し有無についていつ公表されるのか、その見通しについて、ご教示頂きたいと考えま

す。 

【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】 

左記意見のとおり、平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議会の答

申の考え方を踏まえ、まずは、NTT東・西において、平成 26年度中に把握した実態を総

務省や接続事業者に説明し、平均的な使用年数に変化があるのであれば、平成27年度

接続料から実態に即した値に見直すことが必要です。 
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現在の中継ダークファイバの経済的耐用年数は、LRIC モデルにおける経済的耐用年数

を推計する際の考え方を踏まえて算定されていますが、長期増分費用モデル研究会におい

て光ケーブルの経済的耐用年数が見直されたため、早期に中継ダークファイバ接続料算定

に用いる経済的耐用年数も見直すべきと考えます。 

【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】 

左記意見のとおり、長期増分費用モデル研究会での議論結果等を踏まえ、接続料算

定の適正化等を図る観点から、光ファイバケーブルの耐用年数について実態に合わせて見

直すべきです。 

平成２６年３月３１日付け「実績原価方式に基づく平成２６年度の接続料の改定

等」答申の考え方５において、「光ファイバに係る減価償却の算定に用いている耐用年数

は、ＬＲＩＣモデルにおける経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏まえて算定するこ

とが適切」と示されていることから、中継光ファイバ、局内光ファイバ等の光ファイバ設備に係

る耐用年数（現行：架空１５年、地下２１年）について、平成２７年度から見直すべ

きと考えます。 

【ワイモバイル】 

 

以 上 



 

再意見書 

 

平成 27年 3月 4日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長 殿 
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の 8 
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とりしまりやく

社長
しゃちょう

 鴇田
と き た

 勝彦
かつひこ

 

電話番号  

電子メールアドレス  

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定

により、平成 27年１月 27日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり意見を提出

します。 

（文中では敬称を省略しております。）
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再意見提出者：株式会社 TOKAIコミュニケーションズ 

分類 該当部分 当社再意見 

光ケーブルの経済的耐

用年数について 

２．各論 

○中継光ファイバ等における光ファイバケーブルの耐用年数の見直し 

光ファイバケーブルの耐用年数については、平成 20年度に 10 年から架

空 15年、地下 21年、海底 13年に見直された以降、見直しが行われており

ません。 

耐用年数については、「メタル回線のコストの在り方について報告書」（平

成 25年 5月）でも考え方が示されているとおり、接続料算定の適正化を図る

等の観点から、「NTT 東西の電気通信事業会計及び接続会計における減

価償却費については、経済的耐用年数により算定することを基本とすること

が適当である」とされています。 

今般、「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成 27年 1月）において、

光ファイバケーブルの耐用年数が、最新の撤去実績等に基づき、再推計を

行なった結果、架空 17.6 年、地下 23.7 年に伸びており、光ファイバの耐用

年数として当該実績を用いることが適当との考え方が示されたことから、接

続料算定の適正化等を図る観点を踏まえ、光ファイバケーブルの耐用年数

について実態に合わせて見直すべきです。 

これは、平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議会の答申

において、「光ファイバに係る減価償却の算定に用いている耐用年数は、

LRIC モデルにおける経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏まえて算

定しており、適切なものと認められる」との考え方にも合致するものと考えま

す。【KDDI株式会社】 

 

1.接続料 

■中継光ファイバ、局内光ファイバの耐用年数について 

KDDI株式会社、ワイモバイル株式会社、ソフトバンク BB株式

会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株

式会社のご意見に賛同いたします。実績原価方式の中継光フ

ァイバ等に係る減価償却の算定に用いる耐用年数は、LRIC

モデルにおける経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏

まえて算定されているものです。長期増分費用モデル研究会

において現行の光ファイバの耐用年数を最新の撤去実績等

に基づき推計し、架空 17.6年、地下 23.7年となった結果を受

けて、実績原価方式の中継光ファイバ等においても同様に減

価償却の算定に用いる耐用年数を最新の撤去実績等を踏ま

えて見直すべきと考えます。 



別紙 
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分類 該当部分 当社再意見 

平成２７年１月の「長期増分費用モデル研究会」報告書において、光ケー

ブルの経済的耐用年数については、最新の撤去実績に基づき推計を行っ

た架空１７．６年、地下２３．７年とすることが適当であると示されました。 

平成２６年３月３１日付けの「実績原価方式に基づく平成２６年度の接続料

の改定等」答申の考え方５において、「光ファイバに係る減価償却の算定に

用いている耐用年数は、ＬＲＩＣモデルにおける経済的耐用年数を推計する

際の考え方を踏まえて算定することが適切」と示されていることから、中継光

ファイバ、局内光ファイバ等の光ファイバ設備に係る耐用年数（現行：架空１

５年、地下２１年）について、平成２７年度から見直すべきと考えます。【ワイ

モバイル株式会社】 

 

【各論】 

3. 中継ダークファイバの経済的耐用年数の見直し 

現在の中継ダークファイバの経済的耐用年数は、LRIC モデルにおける

経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏まえて算定されていますが、長

期増分費用モデル研究会において光ケーブルの経済的耐用年数が見直さ

れた※ため、早期に中継ダークファイバ接続料算定に用いる経済的耐用年

数も見直すべきと考えます。 

※平成 27 年 1 月「長期増分費用モデル研究会」報告書 P.42 で、「最新の

撤去実績に基づき推計を行った架空１７．６年、地下２３．７年とすることが適

当である。」と記載されています。【ソフトバンク BB 株式会社・ソフトバンクテ

レコム株式会社・ソフトバンクモバイル株式会社】 

 

以上 
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再意見書 

 

平成 27年 3月 4日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会  

 電気通信事業部会長 殿 

 

郵便番号 105-7304 

住 所
( ふ り が な

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
( ふ り が な

 ソフトバンクB B
びーびー

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
( ふ り が な

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
( ふ り が な

 ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7317 

住 所
( ふ り が な

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
( ふ り が な

 ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定に

より、平成 27 年１月 27 日付けで公告された接続約款の変更案(実績原価方式に基づく平成 27 年

度の接続料の改定等)に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
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別紙 

 

このたびは、「実績原価方式に基づく平成 27 年度の接続料の改定等」に関し、再意見提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼申し上げます。以

下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。 

 

項目 意見提出者 該当部分 再意見 

光屋内配線工

事に係る作業

時間 

KDDI株式会社 NTT 東・西は、「光屋内配線使用料の算定に使用している故障

修理時間及び光屋内配線新設に係る工事費の算定に用いられて

いる工事時間については、平成 21 年度に特別調査にて把握した

ものですが、その時点で光サービス開始後８年が経過しており、既

に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新た

な工法の開発などの環境の変化がないことから、適正である」と主

張し続けておりましたが、今回、再計測を実施したからこそ、新たな

工法の開発等がなくとも作業時間が大きく変動する要因が明らか

になり、光屋内配線に係る工事費の大幅な低廉化、ひいては、接

続料算定の適正化が図られたところです。 

今回、工事を行う建造物に屋内配線を収容するための配管が設

置されているかいないかという違いにより、大きく屋内配線工事の

作業時間が異なることが明らかになっており、この配管設置有無の

比率によって、屋内配線工事の全体の作業時間が大きく変動する

ことから、NTT 東・西においては、引き続き、配管設置有無の比率

の実態を調査し、毎年度の接続料算定に反映させることが必要だ

と考えます。 

また、新たな工法の開発などの環境の変化がない場合において

KDDI株式会社（以下「KDDI」といいます。）殿の

意見に賛同します。今回、東日本電信電話株式

会社及び西日本電信電話株式会社(以下併せて

「NTT 東西」といいます。)殿が把握している技術

習熟度や作業工法等自体に変化がない場合であ

っても、年月の経過とともに事業環境が変化し想

定外の作業時間の変動が起こりうることが証明さ

れたため、定例的に総作業時間を見直す仕組み

を導入することが必要と考えます。 

実態を料金に正確に反映させる効果の点で

は、毎年作業時間の計測を行うのが理想です

が、NTT東西殿に大きな稼働がかかると想定しま

すので、3～5年毎に計測を実施することが適切と

考えます。ただし、作業時間の計測を実施しない

年でも、毎年代わりに配管設置比率の調査（稼動

は小さいと想定）を行い、その結果から総作業時

間を補正※すべきと考えます。 
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も、今回のように、NTT 東・西が認識していない作業時間の変動要

因が判明する場合があるため、例えば、3 年～5 年毎に再計測を

実施する等、予め実施期間を定めて定期的に作業時間の再計測

を実施する仕組み作りが必要と考えます。 

※今回、配管設置比率と総作業時間との間に因

果関係があることが判明したため、配管設置比

率の変動から総作業時間の変動を推計できる

と想定します。 

コロケーション

費用 

ワイモバイル

株式会社 

電気料はコロケーション費用総額の約５割を占めており、電気料

の増減率は重要な指標となるため、予見性確保の観点からも、四

半期毎もしくは半期毎に電気料の増減率が予測可能となるような

情報（電力会社への支払額、調整額等）を開示すべきと考えます。 

また、ＮＴＴ東西殿の電気料金支払い額の増減率とコロケーショ

ン電気料単価の水準は異なる場合があり、電気料の水準が適正か

検証する必要があると考えます。検証にあたっては、電気料金支払

い額の詳細な内訳（オフィス、ＧＣ局等）を開示すべきと考えます。

開示できない場合は、総務省殿への報告等で検証していただきた

いと考えます。 

ワイモバイル株式会社（以下「ワイモバイル」と

いいます。）殿の意見に賛同します。ワイモバイル

殿のご指摘のように、電気料はコロケーション費

用総額の約 5 割を占めていることから、予見性向

上及び適正性検証に資する情報の開示をNTT東

西殿に検討頂きたいと考えます。 

写真による施

工結果確認 

ワイモバイル

株式会社 

平成２６年６月より、自前工事における施工結果確認の新たな手

続きとして、「写真による施工結果確認」が追加され、接続事業者に

て現地確認と写真確認を選択することが可能となりました。自前工

事の日程調整、作業の効率化に大変有効な手続きとなりますの

で、現行の対象範囲である架内工事だけでなく、架外工事も適用と

なるように対象範囲の拡大についても検討していただきたいと考え

ます。 

ワイモバイル殿の意見に賛同します。写真によ

る施工結果確認が選択可能になることにより、接

続事業者の自前工事の際に NTT 東西殿の立ち

会いが不要となります。その結果、工事の日程調

整が容易になり、また作業時間が短縮されるた

め、NTT東西殿・接続事業者双方にメリットがあり

ます。従って、NTT 東西殿に、架外工事への適用

を検討頂きたいと考えます。 

 

以上 
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平成２７年３月４日 

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

 電気通信事業部会長 殿 

 

 

郵便番号 ５４０－８５１１ 
（ふりがな）  おおさかふおおさかしちゅうおうくばんばちょう ばん  ごう 

                          住  所 大阪府大阪市中央区馬場町３番１５号 
（ふりがな）   にしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ 

氏  名 西日本電信電話株式会社 
むらお かずとし 

代表取締役社長 村尾 和俊 

 

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の

規定により、平成２７年１月２８日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のと

おり再意見を提出します。 

 

（文中では敬称を省略しております） 



 

 

 

 

 

接続約款の変更案への意見に対する再意見 

 

－実際費用方式に基づく平成２７年度の接続料の改定等に係る接続約款の措置－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ４ 日 

西日本電信電話株式会社 
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＜Ｈ２７ヒストリカル接続料 再意見＞ 

 

区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜レガシー系サービスからの移行について議論を行う

べきとのご意見＞ 

実績原価方式に基づいて算定されているメタル回線

や専用線等のレガシー設備接続料については、今後更な

る需要減少により接続料の上昇が見込まれ、また現に一

部の専用線においては接続料とユーザ料金が逆転する

事象も発生していることから、ユーザ料金の値上げ等ユ

ーザに直接的な影響を及ぼす可能性があります。加え

て、専用線については、金融機関、消防機関等公共性の

高いユーザが中心であり、帯域保障等の安定性や提供エ

リアの観点から代替となる回線がなく、専用線を使い続

けざるを得ないケースも存在するため、接続料の上昇は

社会に大きな影響を及ぼしかねない深刻な問題と考え

ます。 

このようにユーザに直接影響を及ぼしかねない問題

であることから、その影響を最小限に抑えるためレガシ

ーサービスから代替サービスへの移行を促進するとと

もに、代替サービスがない提供エリアでのサービス維持

方法や廃止といったサービスそのものの在り方につい

て、総務省殿、東日本電信電話株式会社殿及び西日本電

信電話株式会社殿並びに接続事業者等の関係者で議論

する場を設けることが適切と考えます。 

なお、議論に当たっては、需要・コストに係る長期的

な予測を含めた接続料水準等を共有し、接続料算定方法

の在り方等、総合的な視点で検討する必要があると考え

ます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 

当社としては、コスト削減努力を行っているものの、レガシー系

サービスの大幅な需要の減少が続く以上、レガシー系の接続料水準

の上昇は不可避であり、こうした状況において、ユーザサービスを

どうしていくかは各事業者の判断によるものと考えますが、設備の

老朽化等の状況や需要動向等を踏まえ、専用線等のレガシー系設備

を更改・廃止等する場合には、当該設備を使用する関係事業者と、

引き続き情報共有を行っていく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜施設保全費の適正性を検証すべきとのご意見＞ 

弊社共は、NTT東西殿に対し加入者回線に係る施設保

全費について、その適正性検証の観点から、定期点検の

頻度やその費用について情報提供を求めましたが、NTT

東西殿において経営情報に当たるとの判断をされたた

め、ご提供頂くことは出来ませんでした。 

しかし、施設保全費について、目的別（定期点検、故

障復旧対応、支障移転対応等）、作業場所別（架空区間、

地下区間、局舎内等）に、その内訳や経年での変化等を

確認することは、費用の適正性を検証する上で有効であ

ると考えるため、総務省殿におかれましては、上述のよ

うに費用の内訳・経年変化を NTT東西殿から提示頂いた

上で検証して頂きたいと思います。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 

当社としては、従来からの接続会計や接続料算定根拠の開示に

加え、メタル回線に関連した接続料の原価並びにその内訳等を、

毎年度、接続料等の改定の認可申請より早期に自主開示するなど、

可能な限り情報開示に努めているところです。 

しかしながら、ソフトバンクグループから提供を求められた「故

障修理の発生状況や修理時間及びケーブルの点検頻度等」の情報

は、当社が効率的な業務運営を実現するためのノウハウに係る情

報であり、これらの情報から当社から通建会社への発注実態が類

推可能となり入札等に支障が生じる虞があることに加え、設備構

築事業者との競争上、当社が不利益を被る可能性があるものであ

ることから、経営情報にあたるため開示を控えさせていただきま

した。 

ご指摘の点については、当社でも当該区分別に実コストを把握

していませんが、これまでも接続料の認可等にあたり、当社で把

握できる範囲の情報は必要に応じて総務省に対して報告してお

り、十分な検証を受けているものと考えています。 

当社としては今後とも引き続きコスト削減に努めていく考えで

す。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

全体 ＜激変緩和措置の適用を検討すべきとのご意見＞ 

需要減少傾向の接続料については、急激な接続料上昇

を招くことになりかねないため、上昇を抑制する激変緩

和措置など、接続事業者へ配慮した措置を講じる必要が

あると考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

 接続料は、実際に要した設備コストを利用に応じて応分にご負

担いただくことが原則であると考えます。 

接続料の急激な上昇を抑制する激変緩和措置の適用について

は、平成２５年７月の審議会に提出された総務省の報告書「調整

額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」にお

いて、接続機能ごとに、以下の基準に照らし、必要最小限とする

ことが適当であると整理されています。 

 

①接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑

制措置を講ずる必要性が認められること 

②費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的

なものであることが判明していること又は今後定常的なもの

となると見込まれること 

③抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見

込みであること 

 

当社としては、この基準に照らし、今回は激変緩和措置の適用

の必要は無いものと判断して申請を行っています。 

今後もこの基準に照らし、激変緩和措置の適用の要否を検討し

た上で、適切に接続料算定を行っていく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

特別損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＰＣＢ特別損失について今後の予見性を確保すべき

とのご意見＞ 

ＰＣＢ廃棄物処理単価見直しに伴う特別損失（ＮＴＴ

東殿：２４億円、ＮＴＴ西殿：４０億円）が接続料規則

第３条ただし書にて、接続料原価に算入されております

が、接続料上昇の一因となっております。 

平成２７年２月３日に開催されたＮＴＴ東西殿の説

明会にて、平成２６年度の中間決算では、ＮＴＴ東殿：

７９億円、ＮＴＴ西殿：８０億円を計上しているとの説

明があり、平成２７年度以降も同様な特別損失の計上が

発生する可能性があります。第一種指定電気通信設備の

維持・運営のための費用と理解はしているものの、接続

料水準の変動は事業計画に影響を及ぼすことから、ＰＣ

Ｂ廃棄物処理事業者との交渉状況、処理の規模に起因す

るとは思いますが、予見性確保の観点から、何年度まで

発生する見込みがあるのか等、今後の見通しを可能な限

り情報開示すべきと考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

当社は、ＰＣＢ廃棄物について、その毒性や環境汚染が社会問

題化したことを受け、これを確実かつ適正に処理するために保管

をしていました。このＰＣＢ廃棄物の処理費用については、平成

１７年度に、本来業務に不可欠な局舎の照明器具に係る安定器等

の適切な廃棄に要する費用という観点から、営業費用に計上しま

した。 

今回、接続料原価に算入した特別損失については、ＰＣＢ廃棄

物を処理する事業者（ＪＥＳＣＯ）がＰＣＢ廃棄物の処理単価を

見直したことに伴い、ＪＥＳＣＯ北九州・北海道事業所エリアに

おけるＰＣＢ廃棄物の処理に係る追加費用を平成２５年度に計上

したものです。 

平成２６年度においては、ＪＥＳＣＯ大阪・豊田事業所エリア

に保管しているＰＣＢ廃棄物が処理可能となったことに伴い、特

別損失を計上しています。これにより、保管していた全てのＰＣ

Ｂ廃棄物に係る特別損失の計上は完了しました。 

ただし、今後、ＰＣＢ廃棄物処理単価の大幅な変更等があった

場合は、追加の特別損失が発生する可能性があるため、その際に

は、可能な限り速やかに情報開示を行う考えです。 

 

＜ＰＣＢ廃棄物処理単価見直しに伴う特別損失＞ 

（単位：百万円） 

Ｈ25年度 Ｈ26年度 

6,087 7,972 
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区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 

 

＜メタル回線コストの在り方に関するご意見＞ 

今般、NTT東西より認可申請された平成 27年度接続

料は、平成 25年 5月に公表された「メタル回線のコス

トの在り方について報告書」の提言を踏まえてメタルケ

ーブルの耐用年数等の見直しが反映された結果等によ

り、ドライカッパについては平成 26年度よりも低減し

ライシェアリングについては微増しました。現行の接続

料の算定方式ではメタル回線の需要の減少等に伴い中

長期的にドライカッパ及びラインシェアリングの接続

料が上昇していくことは必至ですが、その上昇分を利用

者へ転嫁することは困難であり、接続料の上昇の程度に

よっては事業者の収益が圧迫されサービスの提供が困

難となる場合も考えられます。よって、今後光コラボレ

ーション等により光ファイバ利用が促進されても一定

程度のメタル回線の利用者が残ること、光ファイバの未

整備地域が残ることが想定されるため、メタル回線のコ

ストについては引き続き適時適切な対応の検討を進め

ていくことが必要です。 

【ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ】 

当社としては、従前からの新規投資の抑制等に加え、設備点検業

務や故障修理業務の効率化、システムの改善による事務処理稼動の

削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコス

ト削減に努めていく考えです。 

しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル

回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれメタル回線の接続料水準

が上昇していくことは不可避であると考えます。 

需要が、いつどの程度減少するかは、サービス・技術動向や経済

情勢、消費動向、他事業者の事業展開等、様々な要素の影響を受け

ることから、当社においても今後の接続料水準等を見通すことは困

難であり、当社を含め各社は、こうした先々の見通しが不透明な状

況の中で事業運営を行っていくことになることについて、ご理解い

ただきたいと考えます。 

いずれにしても、接続料は実際にかかった費用を回収するもの

であり、メタル回線のコストについても、引き続き、実際に要し

た設備コストを利用に応じて応分にご負担いただくことが原則で

あると考えます。 

なお、「「メタル回線のコストの在り方について報告書」の提言

を踏まえてメタルケーブルの耐用年数等の見直しが反映された」

とありますが、メタルケーブルの耐用年数は使用実態等を踏まえ

て当社が設定しているものであり、「メタル回線のコストの在り方

について報告書」の提言を踏まえて見直したものではありません。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜光ファイバ接続料を低廉化させるべく追加的な影響

緩和措置を発動すべきとのご意見＞ 

今回申請された平成 27年度接続料は、メタル回線利

用者が減少し続けている中、「メタル回線のコストの在

り方について報告書」（平成 25年 5月）を踏まえた施設

保全費等の配賦方法の見直しやメタルケーブルの耐⽤

年数の見直しが行われたことにより、NTT東・西ともに

前年度に比べ低減しています。 

一方で、メタルから光ファイバへのマイグレーション

が進展しており、我が国の経済活性化と国民生活の向上

を図るため、「日本再興戦略」において、「世界最高水準

の IT社会の実現」が掲げられている中、今後のアクセ

ス回線として中核を担う光ファイバについては、今回申

請された平成 27年度接続料が、NTT東・西ともに前年

度に比べ上昇するといった「逆転現象」が生じています 

ドライカッパ接続料の急激な上昇は、接続事業者の事

業運営に大きな影響を与えることになるため、一定の抑

制措置を講ずることにより接続料の上昇を緩和するこ

とについては必要と考えますが、ドライカッパ接続料が

低減化しているにも関わらず、本来低廉化すべき光ファ

イバ接続料が上昇に転じるのであれば、「メタル回線の

コストの在り方について報告書」（平成 25年 5月）にお

いて、光ファイバ接続料が前年度よりも上昇する場合に

措置の実施が適当とされた激変緩和措置が、現実に照ら

して不十分な措置状況になっていると考えられるため、

追加の激変緩和措置を行い、更なるマイグレーションの

促進や競争促進のために、光ファイバ接続料の継続的な

低廉化を維持すべきと考えます。 

具体的には、昨年度、メタル回線と光ファイバのコス

ト配賦の見直しによる費用影響及び平成 25年度の乖離

昨年申請した平成２６年度以降の加入光ファイバ接続料におい

て影響緩和措置を実施し、影響緩和額は確定しています。接続料

は適切に把握した原価に基づいて算定すべきであるという原則か

らすれば、このような機能を跨って原価を付替えるような例外的

な措置は最小限にとどめる必要があります。今回申請した平成２

７年度の加入光ファイバ接続料は、適正な原価に基づいて算定さ

れたものであり、これ以上の追加の影響緩和措置を実施すべきで

はないと考えます。 

平成２６年３月３１日の情報通信行政・郵政行政審議会答申に

おいても、「平成２７年度の加入光ファイバ接続料に影響を与える

平成２５年度の乖離額は、配賦方法の見直し後の見込と実績の差

であり、配賦方法の見直しとは無関係であることから、加入光フ

ァイバ接続料とメタル回線に係る接続料との間で追加的な激変緩

和措置を行うことは適当ではない。」との考えが示されています。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

メタル回線 額の見込額を踏まえた上で激変緩和措置を講じて、前年

度よりも低減するように平成 27年度接続料が算定・認

可されておりますが、今回の光ファイバ接続料の上昇の

主要因が、費用に含まれる報酬が大きく増加したことに

より生じた乖離額の見込額と実績値との大幅な差分で

あり、本事象については、当時見込まれていなかったも

のであることから、追加の激変緩和措置を講じることに

よって、光ファイバ接続料の低廉化を維持すべきだと考

えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

接続専用線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜専用線に関する予見性の確保およびコスト削減を継

続すべきとのご意見＞ 

今回申請された平成 27年度の通信路設定伝送機能の

接続料は、前年と比べると NTT東日本で 168％、NTT西

日本で 121％（高速ディジタル 6M、エコノミー以外、タ

イプ 1-1、同一 MA内）と、NTT東・西共に前年に比べ大

幅な上昇となっております。 

平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会の答申の考え方を踏まえ、接続料の認可申請前の段階

（H26年 10月末）で、接続専用線に係る原価及びその

内訳、機能別回線数、単価（H27年度接続料算定に係る

もの）が新たに開⽰されたことは、接続事業者の予見性

を高める方策としては評価できるものであり、来年度以

降も継続して開⽰される必要があると考えます。 

しかしながら、接続料の急激な上昇は、接続事業者の

事業運営に大きな影響を与え、利用者料金の値上げや利

用者に代替サービスを提供できないまま接続事業者が

事業から撤退する事態も想定されるため、NTT東・西に

おいては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、

より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑

制していただくことが必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

NTT東西殿より、専用線に係る需要や費用について、

昨年 10月末に情報開示頂き、予見性確保の観点で有効

であったと考えます。つきましては、来年度も引き続き、

可能な限り早期に専用線に関する情報開示についてご

対応頂けますようお願いします。 

また、メガデータネッツについても、専用線同様、接

続料が急激に上昇しているため、予見性確保の観点か

平成２７年度接続料算定に用いた接続専用線に係る平成２５年

度の原価が前年度までの傾向と異なっていたこと等を踏まえ、接

続事業者の予見性を向上させる観点から、平成２５年度の原価及

びその内訳、機能別回線数、単価の開示を実施しました。来年度

以降の開示についても、必要に応じて、可能な限り対応していく

考えです。 

また、メガデータネッツの情報開示についても、原価や需要の動

向等を踏まえ、必要に応じて、検討していく考えです。   

当社としては今後とも引き続きコスト削減に努めていく考えで

す。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

接続専用線 ら、来年度から情報の早期開示の対象としてご対応をお

願いしたいと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

中継光ファイバ、

局内光ファイバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見＞ 

光ファイバケーブルの耐用年数については、平成 20

年度に 10年から架空 15年、地下 21年、海底 13年にも

直された以降、見直しが行われておりません。 

耐用年数については、「メタル回線のコストの在り方

について報告書」（平成 25年 5月）でも考え方が示され

ているとおり、接続料算定の適正化を図る等の観点か

ら、「NTT東西の電気通信事業会計及び接続会計におけ

る減価償却費については、経済的耐用年数により算定す

ることを基本とすることが適当である」とされていま

す。 

今般、「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成 27

年 1月）において、光ファイバケーブルの耐用年数が、

最新の撤去実績等に基づき、再推計を行なった結果、架

空 17.6年、地下 23.7年に伸びており、光ファイバの耐

用年数として当該実績を用いることが適当との考え方

が示されたことから、接続料算定の適正化等を図る観点

を踏まえ、光ファイバケーブルの耐用年数について実態

に合わせて見直すべきです。 

これは、平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政

行政審議会の答申において、「光ファイバに係る減価償

却の算定に用いている耐用年数は、LRICモデルにおけ

る経済的耐用年数を推計する際の考え方を踏まえて算

定しており、適切なものと認められる」との考え方にも

合致するものと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

平成２７年１月の「長期増分費用モデル研究会」報告

書において、光ケーブルの経済的耐用年数については、

最新の撤去実績に基づき推計を行った架空１７．６年、

地下２３．７年とすることが適当であると示されまし

光ファイバケーブルの耐用年数については、平成２０年度に見

直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等

が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えてい

ます。 

なお、「長期増分費用モデル研究会」報告書において示された経

済的耐用年数は、長期増分費用モデルに用いることを前提とした

ものですが、当該値はあくまでも推計値であり、また、選択する

関数など、前提の置き方によって結果に幅が生じうるものである

一方、財務会計ベースの耐用年数の見直しは、企業会計の考え方

に従い、使用実態等を踏まえて慎重に実施するものであることか

ら、長期増分費用モデルにおける経済的耐用年数の見直しがあっ

たからといって、当社としては現時点、光ファイバケーブルの耐

用年数を見直す考えはありません。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

中継光ファイバ、

局内光ファイバ 

た。 

平成２６年３月３１日付けの「実績原価方式に基づく

平成２６年度の接続料の改定等」答申の考え方５におい

て、「光ファイバに係る減価償却の算定に用いている耐

用年数は、ＬＲＩＣモデルにおける経済的耐用年数を推

計する際の考え方を踏まえて算定することが適切」と示

されていることから、中継光ファイバ、局内光ファイバ

等の光ファイバ設備に係る耐用年数（現行：架空１５年、

地下２１年）について、平成２７年度から見直すべきと

考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

 

現在の中継ダークファイバの経済的耐用年数は、LRIC

モデルにおける経済的耐用年数を推計する際の考え方を

踏まえて算定されていますが、長期増分費用モデル研究

会において光ケーブルの経済的耐用年数が見直されたた

め、早期に中継ダークファイバ接続料算定に用いる経済

的耐用年数も見直すべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光ファイバ接続

料全般 

＜主端末回線だけではなく分岐端末回線や屋内配線も

含めたトータルコストで低廉化を図るべきとのご意見

＞ 

接続事業者による光ファイバサービスは、主端末回線

の接続料だけでなく分岐端末回線や屋内配線加算額等

のランニングコストや分岐端末回線・屋内配線工事費

等、様々な機能の利用にかかるコストを負担することに

より提供されています。 

今回、屋内配線工事に係る作業時間の再計測・見直し

により屋内配線工事費の低減化が図られておりますが、

分岐端末回線加算額及び屋内配線加算額については、乖

離額調整の影響とはいえ、接続料が上昇していることか

ら、主端末回線部分のみならず、シェアドアクセス方式

で負担する接続料トータルで更なる低廉化を図ってい

くことが重要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

分岐端末回線及び光屋内配線接続料については、乖離額調整の影

響により、一時的な増が発生しているものの、乖離額調整前では、

毎年のコスト削減努力により、一貫して減少傾向にあります。 

 当社としては、引き続きコスト削減に取り組んでいく考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実態に即した平均的な使用年数に見直すべきとのご

意見＞ 

光屋内配線の平均的な使用年数（10年）については、

平成 22年度に当該接続料が初めて設定されてから一度

も見直しがなされておりませんが、平成 26年 3月 31日

付け情報通信行政・郵政行政審議会の答申において、「平

成 22年 3月 29日付け当審議会答申に示したとおり、基

本的に、当該使用年数は常に実態に即した値を用いるこ

とが必要である。光屋内配線について光ファイバが壁内

に収容されるケースが増加し、平均的な利用期間が伸び

ていることが想定されるとの接続事業者の指摘を踏ま

え、ＮＴＴ東西において、まずは平成 26年度中に実態

を把握し、平均的な利用期間の変化が認められる場合

は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適当であ

る」との考え方が示されております。 

光屋内配線加算額は、10年（平均的な使用年数）に 1

度光屋内配線が故障する前提で、当該故障対応に係る費

用（保守費相当）を 10年で除して月々の接続料として

負担しているものです。当然、光屋内配線の平均的な使

用年数が長くなれば、それだけ故障対応に係る費用も減

少しているはずであり、接続料算定の適正化等を図る観

点から、実態に合わせて適宜見直されるべきです。 

まずは、NTT東・西において、平成 26年度中に把握

した実態を総務省や接続事業者に説明し、平均的な使用

年数に変化があるのであれば、平成 27年度接続料から

実態に即した値に見直すことが必要です。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会答申の考え方 6において、光屋内配線の利用期間に関

して「ＮＴＴ東西において、まずは平成２６年度中に実

光屋内配線の平均的な使用期間については、平成２１年当時の

直近データを用いて推計した耐用年数をもとに１０年と設定した

ものであり、現時点、それを直ちに見直す理由となる技術・環境

の変化等は無い上に、光屋内配線の使用年数の実態調査は膨大な

稼動が発生することから、現行の平均的な使用期間の見直しを実

施する考えはなく、平成２７年度接続料においては従来の平均的

な使用期間を採用しています。 

一方で、平成２６年３月３１日の情報通信行政・郵政行政審議

会答申において「光屋内配線について光ファイバが壁内に収容さ

れるケースが増加し、平均的な利用期間が伸びていることが想定

されるとの接続事業者の指摘を踏まえ、ＮＴＴ東西において、ま

ずは平成２６年度中に実態を把握し、平均的な利用期間の変化が

認められる場合は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適

当である。」との考え方が示されているところ、今回、故障修理に

係る作業時間調査を行った際に、同時に平均的な使用期間に大き

な影響を与えると想定される光屋内配線の配管収容状況について

も調査を実施し、その結果については総務省に報告を行っていま

す。 

来年度以降も配管収容状況について調査を実施していく考えで

あり、その上で、光屋内配線の配管収容状況に看過できない変化

が見られた場合は、平均的な使用期間の見直しの検討に着手する

考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 態を把握し、平均的な利用期間の変化が認められる場合

は、使用年数を実態に即した値に見直すことが適当であ

る。」との見解が示されています。しかし、今回申請さ

れた平成 27年度の光屋内配線加算額の算定では、見直

しは行われておらず従来の年数（10年）が使用されて

おり NTT東西殿の説明では、利用実態を継続調査中との

ことでした。調査の結果及び見直し有無についていつ公

表されるのか、その見通しについて、ご教示頂きたいと

考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作業時間の計測を今後も実施すべきとのご意見＞ 

 平成 26年 3月 31日付け情報通信行政・郵政行政審議

会の答申を踏まえ、NTT東・西において、光屋内配線加

算額算定に用いる故障修理時間や光屋内配線に係る工

事費の算定に用いる作業時間の再計測を実施したとこ

ろ、主に工事を行う建造物に屋内配線を収容するための

配管が設置されているかいないかという違いにより、大

きく屋内配線工事の作業時間が異なることが判明しま

した。 

 NTT東・西は、「光屋内配線使用料の算定に使用して

いる故障修理時間及び光屋内配線新設に係る工事費の

算定に用いられている工事時間については、平成 21年

度に特別調査にて把握したものですが、その時点で光サ

ービス開始後８年が経過しており、既に十分な技術習熟

が進んでいることに加え、その後において新たな工法の

開発などの環境の変化がないことから、適正である」と

主張し続けておりましたが、今回、再計測を実施したか

らこそ、新たな工法の開発等がなくとも作業時間が大き

く変動する要因が明らかになり、光屋内配線に係る工事

費の大幅な低廉化、ひいては、接続料算定の適正化が図

られたところです。 

 今回、工事を行う建造物に屋内配線を収容するための

配管が設置されているかいないかという違いにより、大

きく屋内配線工事の作業時間が異なることが明らかに

なっており、この配管設置有無の比率によって、屋内配

線工事の全体の作業時間が大きく変動することから、

NTT東・西においては、引き続き、配管設置有無の比率

の実態を調査し、毎年度の接続料算定に反映させること

が必要だと考えます。 

 また、新たな工法の開発などの環境の変化がない場合

においても、今回のように、NTT東・西が認識していな

今般実施した光屋内配線加算額算定に用いる故障修理時間や光

屋内配線に係る工事費の算定に用いる作業時間の再計測の結果、

光屋内配線に係る工事費の算定に用いる作業時間が短縮しました

が、この要因は、主に配管収容の有無の構成比変動によって作業

時間が変動したものであると想定されることから、配管収容の有

無の構成比については、この比率に大幅な増減が見られなくなる

までの間、毎年度調査する考えです。その結果、今回の調査結果

と比較して有意な差が生じた場合には、各年度の接続料に反映す

る考えです。 

また、作業時間そのものの調査については、システム改修や配

管の有無といった環境変化が無い項目は作業時間に有意な差は生

じていないこと、及び作業時間の再調査には膨大な稼働を要する

ことを勘案し、新たな工法の開発等の環境の変化が生じた場合を

除き、５年に１度程度実施する考えです。 
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区分 他事業者意見 当社意見 

光屋内配線 い作業時間の変動要因が判明する場合があるため、例え

ば、3年～5年毎に再計測を実施する等、予め実施期間

を定めて定期的に作業時間の再計測を実施する仕組み

作りが必要と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

 



 

 17 

区分 他事業者意見 当社意見 

コロケーション

費用等 

＜電気料の増減率が予測・検証可能となるような情報開

示を行うべきとのご意見＞ 

平成２７年度適用の設備備保管料におけるＤＣ４８Ｖ

電気料の料金額は、ＮＴＴ東殿：約５％（東京・神奈川

エリアの平均料金額）、ＮＴＴ西殿：約１４％（大阪・

愛知エリアの平均料金額）と共に上昇しております。平

成２６年８月、１０月、１２月には一部の電力会社が電

気料金の値下げを実施しておりますが、今年になってか

らは一部の電力会社が再値上げを検討しているなど、予

見することはかなり困難な状況です。 

電気料はコロケーション費用総額の約５割を占めてお

り、電気料の増減率は重要な指標となるため、予見性確

保の観点からも、四半期毎もしくは半期毎に電気料の増

減率が予測可能となるような情報（電力会社への支払額、

調整額等）を開示すべきと考えます。 

また、ＮＴＴ東西殿の電気料金支払い額の増減率とコ

ロケーション電気料単価の水準は異なる場合があり、電

気料の水準が適正か検証する必要があると考えます。検

証にあたっては、電気料金支払い額の詳細な内訳（オフ

ィス、ＧＣ局等）を開示すべきと考えます。開示できな

い場合は、総務省殿への報告等で検証していただきたい

と考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

当社としては、コロケーション電気料単価の予見性を可能な限

り確保する観点から、翌年度適用単価について、ビル毎に電力会

社の直近の電気料金をもとに算定し、事前開示を実施していると

ころであり、一定の予見性は確保できていると考えていますが、

さらに予見性を高めることは、昨今の電力事業を取り巻く環境下

では、当社においても困難と考えます。 

 

 なお、電力会社への支払額を提示すべきとのご指摘については、

当該支払額は、電気料金の変動の他、使用量の増減等による影響

を受けることから、コロケーション電気料単価の増減率を予測す

る材料にはならないと考えます。 

 

また、コロケーション電気料単価の適正性の検証については、

当該単価は当社と電力会社との契約に基づき設定していることか

ら、接続事業者にて各電力会社が公表している電気料単価を確認

いただくことで概ね検証可能であり、現に、本年１月に開示した

コロケーション電気料単価の前年度増減率は、例えば、関西電力・

中部電力管内についての各電力会社の公表料金の増減率と概ね一

致（下表参照）しています。 

 

＜参考＞コロケーション電気料単価と関西電力・中部電力の電気料単価の増減率 

 ｺﾛｹｰｼｮﾝ電気料単価※1 

 (大阪・愛知平均値) 

関西電力・中部電力の電気料単価(平均)※2 

低圧 高圧 

増減率※3 +10% +12% +12% 

※1：調整額加算前(DC-48V) 

※2：各電力会社 HP記載の単価を基に当社にて作成 

※3：ｺﾛｹｰｼｮﾝ電気料単価は H27年度適用予定料金（H26年度実績）の対前年度増

減率、各電力会社の電気料単価は H26年度実績料金の対前年度増減率 
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区分 他事業者意見 当社意見 

コロケーション

費用等 

＜写真による施工結果確認の対象拡大・単金化を図るべ

きとのご意見＞ 

平成２６年６月より、自前工事における施工結果確認

の新たな手続きとして、「写真による施工結果確認」が

追加され 、接続事業者にて現地確認と写真確認を選択 

することが可能となりました。自前工事の日程調整、作

業の効率化に大変有効な手続きとなりますので、現行の

対象範囲である架内工事だけなく、架外工事にも適用と

なるように対象範囲の拡大についても検討していただき

たいと考えます。 

また、あわせて、選択肢の一つとして、ＮＴＴ東西殿、

接続事業者の稼働時間の効率化を図るために、例えばＷ

ＥＢカメラ等によるリアルタイムでの施工結果確認等、

安心安全の観点も考慮しつつ、柔軟かつ効果的な新たな

手続きの実現についても検討していただきたいと考えま

す。 

なお、現行の写真による施工結果確認費用は実費となり

ますが、予見性確保の観点から、事例の作業時間をもと

にして単金を設定していただきたいと考えます。 

【ワイモバイル株式会社】 

架内工事における「写真による施工結果確認」については、架

内工事は確認範囲が限定的であり、写真による確認が可能である

ことから平成２６年８月より新たな手続きとして開始いたしまし

た。他方、架外工事については、複数の架の間の接続状況を確認

する等、架内工事よりも確認範囲が広く、詳細な確認が必要とな

ること等の課題があることから、ＷＥＢカメラ等を含め、確認の

方法やそれにより得られる情報の精度が十分かを検討していると

ころです。 

また、単金化については、現時点では実績件数が少ないことか

ら単金化することは難しいと考えますが、今後実績件数が増加し、

作業時間のモデル化が可能と判断できる時点で単金化の検討に着

手する考えです。 

 


